
注：◎は新規施策分
○は大幅増額分
（　　　）は累計額

単位：千円

１．感染拡大の防止と医療提供体制の整備 ７０９，６９３

（１）福祉施設等での感染拡大防止対策 ３８４，１７７

１ 保護施設等感染拡大防止対策事業費（保健福祉部　保健福祉課）
３，９９７

保護施設に対し県が一括購入した衛生用品を配布するとともに、施設等の消毒に対し
補助する。

衛生用品の緊急調達
内容 マスク、消毒液の一括購入

施設等の衛生環境改善
補助対象 感染拡大防止のための建物や設備の消毒経費

補助率 国10/10

２ ○ 障がい福祉施設等感染拡大防止対策事業費（保健福祉部　障がい福祉課）
７３，５１８

障がい福祉施設等に対し県が一括購入した衛生用品を配布するとともに、施設等の
消毒に対し補助する。

衛生用品の緊急調達
内容 マスク、消毒液の一括購入

施設等の衛生環境改善
補助対象 感染拡大防止のための建物や設備の消毒経費

補助率 国10/10

３ ○ 高齢者福祉施設等感染拡大防止対策事業費（保健福祉部　長寿介護課）
１２８，７４１

高齢者福祉施設等に対し県が一括購入した衛生用品を配布するとともに、施設等の
消毒に対し補助する。

衛生用品の緊急調達
内容 マスク、消毒液の一括購入

施設等の衛生環境改善
補助対象 感染拡大防止のための建物や設備の消毒経費

（地域医療介護総合確保基金を充当）

４ ○ 児童福祉施設等感染拡大防止対策事業費（保健福祉部　子育て支援課）
１６０，０４４

児童福祉施設等に対し県が一括購入した衛生用品を配布するとともに、施設等が実施
する感染防止用備品の購入や施設等の消毒に対し補助する。

衛生用品の緊急調達
内容 マスク、消毒液の一括購入

感染防止用備品の購入費補助
補助対象 空気清浄機等の購入経費

施設等の衛生環境改善
補助対象 感染拡大防止のための建物や設備の消毒経費

補助率 国10/10
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５ ○ 一般防疫対策費（保健福祉部　健康増進課） １７，８７７

感染症の予防や発生時の検査・搬送等に必要な体制整備を行う。
内容 マスク、フェイスシールド等の保健所への備蓄

感染症患者搬送に必要な感染防止機材の整備
集団発生時の防疫業務委託　など

負担区分 国1/2　県1/2

（２）医療提供体制の整備と相談体制の充実 ３２５，５１６

６ ◎ 新型コロナウイルス感染症緊急対策事業費（保健福祉部　健康増進課）
２４４，７１９

感染拡大を防止するため、県内の相談体制を整備するとともに、検査体制の強化及び
医療提供体制の拡充を図る。

コールセンターの設置・運営
内容 24時間体制による電話相談受付
期間 2年4～6月
負担区分 国1/2　県1/2

ウイルス検査体制の強化
内容 PCR検査に必要な検査試薬の購入　

検査応援職員による検査体制の強化
負担区分 国1/2　県1/2

民間検査機関等に対するPCR検査機器の導入支援
補助対象 次世代シークエンサー、リアルタイムPCR装置の導入経費
負担区分 国10/10

PCR検査費用の公費負担
負担区分 国1/2　県1/2

帰国者・接触者外来協力医療機関の設備整備
補助対象 空気清浄機、パーテーション、個人防護具の整備経費
負担区分 国1/2　県1/2

感染症患者入院医療機関の設備整備
補助対象 簡易陰圧装置、人工呼吸器等の整備経費
負担区分 国1/2　県1/2

入院病床確保のための空床補償
補助対象 入院病床の確保に伴う補償費及び消毒経費
負担区分 国1/2　県1/2

７ ◎ 県立病院新型コロナウイルス対策医療機器等緊急整備費（企業会計）
（公営企業管理局　県立病院課） ２１，０３５

感染対策のための医療機器等の整備を行い、医療体制の充実・強化を図る。
場所 中央病院、今治病院、南宇和病院、新居浜病院
内容 人工呼吸器、パーテーション、個人防護具の整備

８ ○ 感染症指定医療機関運営費（保健福祉部　健康増進課） ４４，７２０

感染拡大に備えるため、感染症指定医療機関に対し病床確保に必要な運営費を補助する。
対象施設 第1種及び第2種感染症指定医療機関
補助率 国1/2　県1/2

９ ○ 感染症医療費（保健福祉部　健康増進課） １５，０４２

感染拡大に伴う入院患者の増加に備え、入院医療費の公費負担に要する経費
負担区分 国3/4　県1/4

(16,382)

(24,606)

(55,347)
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２．中小企業等に対する県独自の緊急支援 ８，５６０，１８７

１０ ◎ 新型コロナウイルス感染症対策特別支援員設置事業費（経済労働部　経営支援課）
９，７６５

感染症による影響を受け、事業活動に支障が生じている県内中小企業者等の資金繰り等
を支援するため、特別支援員を設置する。

体制 特別支援員4人（東予1人、中予2人、南予1人）
内容 県内中小企業者等の融資申込みや雇用調整助成金などの書類作成等への支援
期間 2年4～6月
委託先 （公財）えひめ産業振興財団

１１ ◎ 新型コロナウイルス感染症対策資金貸付金（経済労働部　経営支援課）
８，０００，０００

感染症による影響を受け、事業活動に支障が生じている県内中小企業者等の円滑な
資金調達を支援するため、融資枠を確保する。

融資枠 200億円（貸付原資　80億円）
対象者 県内に事業所を有する中小企業者等であって、以下の条件に該当する者

セーフティネット保証4号の認定を受けた者（売上高が前年同期比20％以上減少）
セーフティネット保証5号の認定を受けた者（売上高が前年同期比5％以上減少）
危機関連保証の認定を受けた者（売上高が前年同期比15％以上減少）

限度額 運転資金 5,000万円
借換資金 8,000万円

利率 年1.0％（保証付）
期間 運転資金  7年以内（据置1年以内） 

借換資金 10年以内（据置1年以内） 

１２ ◎ 新型コロナウイルス感染症対策金融支援事業費（経済労働部　経営支援課）
４８０，０００

中小企業者等が新型コロナウイルス感染症対策資金を借り入れる際の保証料を補助する。
補助対象 新型コロナウイルス感染症対策資金の運転・借換資金に係る保証料
対象期間 2年度
保証料率 年0.70～0.80％

１３ ◎ 新型コロナウイルス感染症対策緊急地域雇用維持助成事業費
（経済労働部　労政雇用課） ７０，４２２

感染症による影響を受け、休業等を余儀なくされた事業主の雇用維持を支援する。
対象者 特例による国の雇用調整助成金の支給決定を受けた事業主
助成率　　　休業手当総額の1/10以内（1事業所当たり上限年100万円）
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